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北九州市告示第３８７号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により  
保育料の収納について指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、

同条第２項の規定により次のとおり告示する。  
  令和６年９月２７日  

北九州市長 武 内 和 久   

施設の

名称  

指定公金事務取扱者  指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日  

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日  

委託期間  
名称  住所  

曽根ソ

レイユ

保育園  

澤 木 初 雄  北九州市小

倉南区曽根

北町４番３

３号  

令和６年９

月１日  
令和６年９

月１日  
令和６年９月

１日から令和

７年３月３１

日まで  
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北九州市公告第６９７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年９月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市立食肉センター電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市保健福祉局保健衛生部食肉センター 

  北九州市小倉北区末広二丁目３番７号 

３ 落札者を決定した日 

  令和６年９月５日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

５ 落札金額 

  ５，３０８万３，１４２円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和６年７月２２日 

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第６９８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和６年９月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の 

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区葛原東五丁目１５

２９番 1 から１５２９番２９まで、

１５３２番 1 から１５３２番６まで

、１５３４番 1 から１５３４番１２

まで、１５４８番４、１５４８番６

から１５４８番２５まで及び１５５

２番 1 から１５５２番３まで並びに

葛原元町二丁目１５４６番２のうち

、１５４６番４、１５４７番２のう

ち、１５４７番４から１５４７番７

まで、１６０８番１４及び１６０８

番１５ 

北九州市小倉南区下貫一丁目４番

９号   

有限会社立花興産    

代表取締役 立花和寛 
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北九州市立青少年の家管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
令和６年９月２７日 

                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
北九州市教育委員会規則第６号 

北九州市立青少年の家管理規則の一部を改正する規則 
北九州市立青少年の家管理規則（昭和４７年北九州市教育委員会規則第１１

号）の一部を次のように改正する。 
 別表第１中 

 

 
 
 
 
 
 

付 則 
この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

足立青少年の家 

畑キャンプセンター 

夜宮青少年センター 

畑キャンプセンター 

夜宮青少年センター 

を  

「  

「  
に改める。 

」  

」  
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北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員等に補助

執行させることに関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
令和６年９月２７日 

                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
北九州市教育委員会規則第７号 

北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職 
員等に補助執行させることに関する規則の一部を改正する規則 

北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員等に補助

執行させることに関する規則（平成元年北九州市教育委員会規則第１６号）の

一部を次のように改正する。 
第７条第１７号中「足立青少年の家、」を削り、同条第１８号中「足立青少

年の家及び」を削る。 
 付 則 

 この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 
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北九州市教育委員会訓令第１号 
                             庁中一般 

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。 
令和６年９月２７日 

                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 
北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。 
 別表の足立青少年の家、畑キャンプセンター及びキャンプ場の管理に関する

事務の項中「足立青少年の家、」を削り、同表の足立青少年の家及び畑キャン

プセンターの使用料及び手数料の減免又は徴収の猶予に関する事務の項中「足

立青少年の家及び」を削る。 
   付 則 

この訓令は、令和６年１０月１日から施行する。 
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